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1. 概要 

本資料は、「実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則」第 82 条第 1項の規定に基づ

き実施した高経年化技術評価のうち、耐津波安全性評価の評価結果について、補足説明する

ものである。 

なお、表１に示す耐津波安全性評価の評価対象設備は、全て３・４号炉共用設備であり 

「大飯発電所３号炉 耐津波安全性評価書」による。 

 

表１ 耐津波安全性評価の評価対象設備 

設備 
浸水防護施設 

の区分 
評価対象／ 

対象外の区別 

コンクリート

構造物および 

鉄骨構造物 

コンクリート

構造物 

防護壁 津波防護施設 対象 

貯水堰 津波防護施設 対象 

防波堤 
津波影響軽減

施設 
対象 

止水壁 
（コンクリート部） 

浸水防止設備 対象 

鉄骨構造物 

止水壁（鉄骨部） 浸水防止設備 対象 

海水ポンプエリア浸水防止

蓋 
浸水防止設備 対象 

計測制御設備 

制御設備 

津波監視カメラ 
（海水ポンプ室） 

津波監視設備 対象外*1 

津波監視カメラ 
（３号機原子炉格納施設） 

津波監視設備 対象外*1 

プロセス計測

制御設備 

潮位（防護壁） 
（以下、潮位計という） 

津波監視設備 対象外*1 

潮位計（海水ポンプエリア） 津波監視設備 対象 

*1：津波監視カメラは、津波の影響を受けない位置に設置するため、耐津波安全性評価対象外

とする。また、潮位計（防護壁）は、波力の影響を受けない位置に設置するとともに、漂

流物の影響を受けた場合であっても他の津波監視設備で機能補完を行うことから、耐津波

安全性評価対象外とする。
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なお、耐津波安全性評価書について、当社の記載方針を以下に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、冷温停止状態が維持されることを前提とした評価書の 3.17 耐津波安全性評

価 について、当社の記載方針を以下に示す。 
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タイトル 

 

津波監視カメラおよび潮位計の保全内容について 

説 明  

津波監視カメラおよび潮位計の保全内容については以下のとおりであ

る。 

 

１．津波監視カメラ 

津波監視カメラは長期間の使用に伴い、特性変化が想定される。これ

らについては、機器点検時の動作試験（性能、機能試験） により、機

器の健全性を維持している。 

具体的な保全内容は以下のとおりである。 

・映像出力信号の確認 

・カメラ動作機能の確認 

・電圧の確認 

・コネクタ・端子・配線の外観確認 等 

 

２．潮位計 

潮位計は、長期間の使用に伴い、特性変化が想定される。これらにつ

いては、機器点検時の模擬信号での校正試験・調整により、機器の健全

性を維持している。 

  具体的な保全内容は以下のとおりである。 

・反射板をセットし模擬的に水面距離を作り入出力特性を確認 

・前回からの特性変化確認 

・コネクタ・端子・配線の外観確認 等 

 

 

以 上 

 

別紙１ 
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タイトル 

 

定期取替品としている止水材料および 

防護壁境界部等の止水ゴムの評価上の扱いについて 

 

 

説 明 

１．定期取替品として扱っている止水材料について 

「大飯発電所３号炉 コンクリート構造物および鉄骨構造物の技術評

価書」の「2.2.4 消耗品および定期取替品」に記載のとおり、海水

ポンプエリア（浸水防止蓋）のパッキンは定期取替品として評価対象

外としている。当該パッキンは、１回／４定検の頻度で取り換えを行

うこととしている。 

 

２．防護壁境界部等の止水ゴムについて 

防護壁及び貯水堰に設置している止水ゴムの位置及び評価上の扱い

は以下の通りである。 

 

（１）止水ゴムの設置位置 

防護壁においては、RC防護壁（横壁部）と海水ポンプ室の境界、RC

防護壁（東側竪壁部）と止水壁の境界、RC防護壁（東側竪壁部）と防

護壁のうち置換コンクリート部（以下「置換コンクリート部」とい

う。）の境界、RC防護壁（西側竪壁部）と止水壁の境界及びRC防護壁

（西側竪壁部）と置換コンクリート部の境界には、止水性の維持のた

め、伸縮性を有する止水ゴムを設置している。 

貯水堰においては、漏えいが想定される杭基礎形式部と取付擁壁部

の構造境界には、止水性の維持のため、伸縮性を有する止水ゴムを設

置している。 

防護壁及び貯水堰における止水ゴムの設置位置を添付1に示す。 

 

（２）評価上の扱い 

防護壁及び貯水堰に設置する止水ゴムはすべてコンクリートに埋設

する構造であり、容易に取り替えができないことから、添付2の通

り、平成29年8月25日付け原規規発第1708254号にて認可された工事計

画（以下「再稼動工認」という。）において長期的な耐久性能につい

て確認し、50年以上の耐久性能を有していると評価している。また、

防護壁及び貯水堰に設置する止水ゴム設置後の経過年数は2021年11月

時点で3年であり、プラント運転開始後60年時点でも33年であること

から問題はない。 

以上より、今後も経年劣化の進展傾向が極めて小さいことが再稼働

工認において確認されており、コンクリート構造物として耐津波安全

性に要求される機能に有意な影響を与えるものではないと判断し、高

経年化技術評価で改めて評価すべき着目部材として抽出していない。 

 

以上 

 

添付１ 防護壁及び貯水堰における止水ゴムの設置位置 

添付２ 止水ゴムの耐久性について 

 

 

  

別紙２ 
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第2-1-2図 止水ゴム設置位置拡大図（平面図）(2/3) 

（② RC防護壁と止水壁の境界部） 

 

 

第2-1-2図 止水ゴム設置位置拡大図（平面図）(3/3) 

（③杭基礎形式部と取付擁壁部の境界部） 

 

 

 

 
第2-1-3図 止水ゴム設置位置断面図（A-A’断面） 

（③ RC防護壁と海水ポンプ室の境界部） 
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タイトル 

 

水密扉の耐津波安全性評価における扱いについて 

説 明 大飯４号の水密扉は、耐津波安全性評価の対象設備としていないが、

その理由は、以下のとおりである。 

 

浸水防護設備には、津波用の設備と内部溢水用の設備およびその共用

の設備がある。 

当社のプラントで津波用の水密扉としては、タービン建屋内に海水を

送る循環水管の伸縮継手部から、津波による水位上昇によりタービン建

屋に海水が流入し、タービン建屋の地下で貯水しきれなくなる場合に、

地表面より上にある水密扉が外部への溢水の障壁として期待される場合

が該当する。 

 

大飯４号については「津波による循環水管伸縮継手からの流入量」や

「タービン建屋内２次系機器からの漏水量」を加算しても、タービン建

屋地下部の空間容量以下で収まり、敷地高さより水位は上がらない。よ

ってタービン建屋から浸水防護重点化範囲へ浸水する扉等の溢水伝播経

路は存在せず、津波の影響を受ける浸水防護設備として水密扉は抽出さ

れていない。 

 

（大飯４号 新規制工事計画認可申請書  

資料２ 発電用原子炉施設の自然現象等による損傷の防止に関する説明書  

資料２－２－４ 入力津波による津波防護対象設備への影響評価 

4u-添2-2-4-46頁 参照） 

 

 

例えば、制御建屋水密扉およびディーゼル発電機室と湧水サンプとの

境界の水密扉の、浸水防護設備としての用途と取り扱いについて説明す

る。 

 

【制御建屋水密扉】 

制御建屋水密扉については、以下を目的として設置されている水密扉

であり、内部溢水用の浸水防護設備である。したがって耐津波安全性評

価対象設備ではない。 

  －地震時の屋外タンクからの溢水が、防護対象設備がある制御建屋内へ伝播する

ことを防止する 

  －制御建屋内で発生を想定した溢水水位による静水圧により、建屋の外へ伝播す 

ることを防止する 

 

（大飯４号 新規制工事計画認可申請書 

  資料８ 発電用原子炉施設の溢水防護に関する説明書 

  資料８－１ 溢水等による損傷防止の基本設計 

4u-添8-1-13頁 参照） 

 

 

 

別紙３ 
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【ディーゼル発電機室と湧水サンプとの境界の水密扉】 

ディーゼル発電機室と湧水サンプとの境界の水密扉については、原子

炉周辺建屋の湧水は、耐震性を有する湧水サンプポンプ及び吐出ライン

により海へ排出可能なため湧水は問題とはならないが、万一湧水サンプ

ポンプからの排水が機能しないと仮定した場合、当該水密扉により防護

対象設備のあるディーゼル発電機室へ溢水は伝播しないよう設置されて

いるものである。なお本水密扉は万一の備えの扱いであり、内部溢水用

および津波用いずれの浸水防護設備でもない。したがって耐津波安全性

評価対象設備ではない。 

 

（大飯４号 新規制工事計画認可申請書 

  資料２ 発電用原子炉施設の自然現象等による損傷の防止に関する説明書 

  資料２－２－４ 入力津波による津波防護対象設備への影響評価   

4u-添2-2-4-47頁 参照） 

 

 なお、大飯３号の水密扉についても、同様の理由で、耐津波安全性評

価の対象設備として抽出していない。 

 

 

以 上 

 


